
報告１２ 

 

 

 

 

古園地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約の変更に係る専決処分の 

報告について 

 

 

 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙の通り専決処分したので、

同条第２項の規定により報告します。 

 

 

 

令和８年６月２日 

 

長与町長 吉 田 愼 一 
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